
山形県（遊佐町）地域公共交通活性化協議会

※記入する際、枠の大きさの変更及び頁追加のうえ作成することも可能とします。

事業名：令和4年度地域内フィーダー系統平成20年6月2日事業開始

事業の今後の改善点

実施状況、目標・効果の達成状況

生活交通確保維持改善計画

目的・必要性

定量的な目標・効果

事業・実施主体

確保・維持する系統の概要

評価項目

前回の評価結果

基礎データ

【地域内フィーダー系統】

遊佐町デマンドタクシー
・運行事業者：酒田合同自動車株式会社

酒田第一タクシー株式会社
・運賃：大人500円、児童350円
・運航日：平日（12/31～1/3を除く）

人 口： 1.3 万人(令和2年国勢調査) 面 積： 208.4 平方キロメートル
高齢化率： 42.6％
協議会開催数：協議会 3回（令和3年10月～令和4年9月）

・乗車方法が一目で分かるチラシの作成・全戸回覧（遊佐町）
・定期的に事業者と自治体で協議を行い利便性の向上を図る。（遊佐町、事業者）
・利用促進のキャンペーン（回数券増量）を実施。（遊佐町、事業者）

【実施状況等】
新規利用者の伸び悩みがみられ、認知度の低さ等が考えられる。コロナによる外出自粛も影響し
ていると推量。 積極的にチラシなどの周知を数多く実施するとともに、利便性の向上に努めてい
きたい。

【目標】
年間輸送人員 遊佐町デマンドタクシー 10,000人
【効果】
・対象路線を維持することで、通院や通学、買い物など日常生活に必要な移動手
段が確保される。
・地域間幹線や他の路線とを結節させることで広域的な運行体系が確保される。
・高齢者の外出機会増大や地域間交流の促進による地域活性化に繋がる。

遊佐町における主要な公共施設や病院、商業施設は町中心部に立地してい
るため、町中心部から遠くに居住し自家用車を持たない住民にとって対象路線
は通院、買い物等のために町中心部へ移動する唯一の手段であり、その維持
確保が必要とされている。乗合タクシーを維持確保し、地域間交流による町全
域の活性化を図り、持続可能な公共交通システムを構築することを目的とする。

【実績】
遊佐町デマンドタクシー 年間利用者数 8,897人（達成率89.0%） 評価：B

収支率 16.37%（達成率81.8%） 評価：B
町負担額 20,660千円（達成率96.7%） 評価：B

※評価の判定基準
・A⇒目標達成100%以上
・B⇒目標達成80%以上100%未満
・C⇒目標達成80%未満、又は、補助対象外（1運行当たり2人未満、運行割合30%未満）

【達成状況（結果）】
令和４年度からの新規補助対象系統のため、前回事業評価なし。

【評価】
令和４年度からの新規補助対象系統のため、前回事業評価なし。

目標を達成できなかった要因としては、認知度の低さ等が考えられ、引き続き周知を図っていくと
ともに、利便性の向上に努めていきたい。 今後、免許返納者へ向けてチラシや時刻表の配布に
て情報提供することにより、新規利用者の増加、利用者の利用頻度向上を目指す。



山形県（遊佐町）地域公共交通活性化協議会
遊佐町デマンドタクシー運行区域図面



山形県（遊佐町）地域公共交通活性化協議会
遊佐町デマンドタクシー運行時刻表

予約先 デマンド予約センター（遊佐駅内）

予約の電話番号 0234-71-1233

受付時間 平日 午前8時30分～午後4時30分
ただし、年末年始（12/31～1/3）は、お休みします。

便 時刻 予約締切

9時便 9：00
前日の
16：30まで

10時便 10：00 9：00まで

11時便 11：00 10：00まで

12時便 12：00 11：00まで

13時便 13：00 12：00まで

14時便 14：00 13：00まで

15時便 15：00 14：00まで
※時刻は、最初の利用者が乗車する時間を表しています。
※予約は、利用したい日の1週間前から各便の1時間前までです。
※予約をキャンセルする場合は、遅くとも出発する5分前にデマンド
予約センターへお伝えください。

運賃 ・1回の乗車 ： 500円
・４歳以上の幼児及び
小学生の児童 ： 350円
・４歳未満の乳幼児 ： 無料
（保護者同伴の場合に限る）
・身体障がい者手帳、療育手帳
又は精神障がい者保健福祉手帳
を所持する方 ： 350円
・お支払いは、回数券または福祉
タクシー券、現金となります。

回数券 ・500円分の回数券
（11枚つづり、5,000円）
・350円分の回数券
（11枚つづり、3,500円）

回数券の購入は、
車内およびデマンド予約センターで受け付けます
。


